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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
エ
リ
ツ
ィ
ン
前
ロ
シ
ア
大
統
領
の
葬
儀
に
つ
い
て
の
外
務
大
臣
の
認
識
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
と
し
て
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

麻
生
太
郎
外
務
大
臣
は
御
指
摘
の
外
交
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
御
指
摘
の
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

麻
生
太
郎
外
務
大
臣
は
、
従
来
か
ら
の
政
府
の
認
識
を
踏
ま
え
発
言
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

エ
リ
ツ
ィ
ン
・
ロ
シ
ア
連
邦
初
代
大
統
領
の
葬
儀
に
関
し
て
は
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
て
、
平
成
十
九
年

四
月
二
十
五
日
に
葬
儀
を
行
う
旨
の
連
絡
が
、
同
月
二
十
四
日
午
前
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
、
準
備
を
行
っ
た
上
で
東

京
都
内
か
ら
空
港
に
移
動
し
て
葬
儀
に
間
に
合
う
航
空
便
に
搭
乗
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
ロ
シ
ア
側
か

ら
の
外
交
ル
ー
ト
で
の
連
絡
の
際
は
、
併
せ
て
、
葬
儀
に
外
国
代
表
団
を
公
式
に
招
待
す
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

一



説
明
が
あ
っ
た
。
御
指
摘
の
麻
生
太
郎
外
務
大
臣
の
発
言
の
趣
旨
は
、
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
麻
生
太
郎
外
務
大
臣
の
発
言
は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
・
ロ
シ
ア
連
邦
初
代
大
統
領
の
葬
儀
の
日
程
に
関
す
る
ロ
シ
ア

側
か
ら
の
連
絡
等
か
ら
判
断
し
て
、
葬
儀
の
日
程
等
の
調
整
が
容
易
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
趣
旨
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。

六
及
び
八
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
外
交
上
の
個
別
の
や
り
取
り
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
相
手
国
と
の
関
係
も
あ
り
、

差
し
控
え
た
い
。
な
お
、
御
指
摘
の
大
使
は
、
葬
儀
の
場
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
大
統
領
夫
人
と
は
面
会
し
て
お
ら
ず
、

御
遺
族
と
面
会
し
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
麻
生
太
郎
外
務
大
臣
の
発
言
は
、
言
い
間
違
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
麻
生
太
郎
外
務
大
臣
の
発
言
は
、
単
な
る
言
い
間
違
い
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
麻
生
太
郎
外
務
大
臣
の
発
言
は
、
平
成
十
九
年
五
月
三
日
に
行
わ
れ
た
日
露
外
相
会
談
に
お
い
て
、
会
談
冒
頭
、

二



ラ
ヴ
ロ
フ
・
ロ
シ
ア
連
邦
外
務
大
臣
よ
り
、
日
本
政
府
か
ら
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
・
ロ
シ
ア
連
邦
初
代
大
統
領
へ
の
弔
意
表
明
に

対
す
る
感
謝
の
意
が
示
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

十
及
び
十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
実
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

十
二
に
つ
い
て

我
が
国
の
外
交
政
策
に
関
す
る
個
別
の
報
道
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
実
関
係
や
報
道
の
も
た
ら
す
影
響
等
を
総

合
的
に
勘
案
し
て
、
外
務
省
と
し
て
適
切
に
対
処
し
て
い
る
。
御
指
摘
の
報
道
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
と
し
て
の
意
見
を
伝

え
て
い
な
い
。

三


